
群馬県公共施設等総合管理計画 概要

趣旨・背景

１ これまでの取組

・ 公共建築物については、ファシリティマネジメントの考え方を取り入れ、平成25年3月に「群馬県県有財産

活用基本方針」を策定し、量、質、コストの最適化に向けた取組を進めている。

・ 道路や河川等の主要なインフラ施設については、分野別・類型別の長寿命化計画を策定し、施設の特性

に応じた効率的・効果的な維持管理に取り組んでいる。

２ 国の取組

・ 国では、平成25年11月に「インフラ長寿命化基本計画」が策定された。当該基本計画により、国民の安全・

安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図る方針が示

され、国・地方公共団体等が一丸となって戦略的な維持管理・更新等を推進することとなった。

３ 策定の趣旨

・ 公共施設等の老朽化対策の一層の推進を図るため、国の動きと歩調を合わせて、これまでの取組や既存

計画等との整合に留意しながら、全庁的・長期的な視点に立って、機能集約・長寿命化、利活用促進等の

総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を定める。

・ 本計画は、平成26年4月総務大臣通知により各地方公共団体に策定要請のあった本県の「公共施設等総

合管理計画」とする。
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１ 策定の目的

・ 公共施設等の機能集約、長寿命化、利活用促進等の取組を総合的に進めることで将来負担の軽減を図

るとともに、県民生活・経済活動等の安全・安心を確保し、必要なサービス・機能を持続的に提供する。

２ 位置付け

・ 「インフラ長寿命化基本計画」等を踏まえ、「群馬県行政改革大綱」で定める資産の適正管理・有効活用

等の取組を推進するための全庁的な方針として策定する。

３ 計画期間

・ 平成28年度から令和7年度までの10年間とする。

４ 対象施設の範囲

・ 本県が所有又は管理する全ての公共施設等とする。

インフラ施設

公共建築物

公共施設等

建物系施設
（公有財産台帳登録）

土木系施設

公営企業施設
※ 公共施設等を構成する土地を含む。

第１章 計画策定の目的



１ 公共施設等の状況

（１） 公共建築物の状況

・ 平成26年度末時点での総延床面積は約293万㎡となっており、膨大なストックを保有している。

・ 公共建築物は、全体の約５割が建築後30年以上経過している。

（２） インフラ施設の状況

・ インフラ施設は、道路の舗装延長3,246km、橋梁2,738橋、河川の流路延長2,692km、都市公園5施設・

面積127.8haなど、膨大かつ多種多様なストックで構成されている。

・ 橋梁は、全体の約４割が建設後50年以上経過している。

（３） 未利用資産の状況

・ 売却等による未利用地等の縮減に取り組んだ結果、平成20年度以降で約42億円の収入を確保している。

（４） これまでの取組

・ 県有施設の保有総量縮減及び有効活用のため県有施設最適化事業を実施し、施設機能の集約を図って

いる。

・ 73施設について長期保全計画を策定し、長寿命化工事を実施した。

・ 県による再利用、国又は地元市町村による有効利用の見込みのないものについては、民間への売却を

行っている。

２ 人口の推移・推計

・ 将来の人口は減少すると予測され、公共施設等の数量や規模が過多な状態になることが見込まれる。

・ 少子高齢化の傾向が一層顕著になり、公共施設等の利用ニーズが大きく変化すると予想される。

３ 財政に係る状況

・ 歳入総額が伸び悩む一方で、公債費や社会保障関係費が増加傾向にある。

・ 公共施設等の維持管理・更新等に要する財源の確保がますます厳しくなっていくことが予想される。

４ 中長期的な費用の見込み

５ 公共施設等に関する課題

（１） 公共施設等の一斉老朽化への対応

・ 公共施設等の全体の状況を把握しながら、戦略的な維持管理・更新等を推進する必要がある。

（２） 社会構造の変化や新たなニーズへの対応

・ 公共施設等の見直しを行い、より効率的・効果的にその役割を果たしていくことが求められる。

・ 安全・安心への要求や環境負荷の低減等の新たなニーズにも対応する必要がある。

（３） 限られた財源による対応とコストの平準化

・ 更新等にあたっては、持続可能で最適な規模となるよう十分に検討する必要がある。

・ 予防保全型の維持管理により、中長期的な維持管理・更新費用の縮減・平準化を図る必要がある。
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第２章 公共施設等を取り巻く現状と課題

維持管理・

修繕（①）
改修（②） 更新等（③）

合計（④）

（①＋②＋③）

耐用年数経過時に

単純更新した場合

（⑤）

長寿命化対策等の

効果額（④－⑤）

現在要している

経費

公共建築物 建物系施設 216,504,747 179,004,192 311,959,670 707,468,610 860,298,000 -152,829,390 8,642,088

土木系施設 268,326,622 124,014,945 64,446,964 456,788,531 639,454,634 -182,666,103 14,189,199

公営企業施設 56,736,955 78,708,506 156,225,893 291,671,354 137,240,813 154,430,541 7,704,399

小計 325,063,577 202,723,451 220,672,857 748,459,885 776,695,447 -28,235,562 21,893,598

541,568,324 381,727,643 532,632,527 1,455,928,495 1,636,993,447 -181,064,952 30,535,686

インフラ施設

合計



第３章 公共施設等の総合的・計画的な管理に関する基本的な方針

１ 基本的な考え方

（１） 基本的な考え方

【公共施設等マネジメントの推進】

・ 公共施設等を自治体経営における重要な資源として最大限有効に活用するとともに、効率的・効果的な

維持管理・更新等を実施するための総合的なマネジメントを推進する。

・ 公共施設等全体の量・質・コストの最適化を図り、時代の変化に対応した質の高いサービスを提供する。

（２） 基本的な視点

①持続可能な資産経営 ②安全・安心の確保 ③多様な主体との連携・協働

２ 取組の推進方向

【推進方向１】 施設総量の適正化

人口動態や社会経済情勢等を踏まえ、公共施設等の適切な規模・サービス水準を検討するとともに、

公共建築物の機能集約の推進など、施設総量の適正化に取り組む。

【推進方向２】 計画的な保全による長寿命化の推進

点検・診断等に基づく予防保全型の維持管理を導入し、安全性を確保するとともに、公共施設等の

長寿命化を推進し、財政負担の軽減・平準化に取り組む。

【推進方向３】 効率的な管理運営と資産活用の推進

民間活力を積極的に活用するなど、公共施設等の効率的・効果的な管理運営を推進するとともに、

資産活用による新たな財源の確保に取り組む。
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総量適正化の方針
□ ニーズの変化への対応（規模縮小、廃止・撤去、トータルコストを考慮した新設）

□ 公共建築物の機能集約等の推進（コンパクト化）

点検・診断等の方針
□ 点検等の着実な実施

□ 点検基準の整備

□ 不足情報の収集・整備と活用

□ 人材確保・技術者の育成 等

維持管理・修繕・
更新等の方針

□ 予防保全の実施

□ 長寿命化計画の策定

□ 長期保全計画の作成

□ 民間活力の活用 等

安全確保の方針 □ 危険箇所等への対処 □ 建築物の非構造部材の安全対策

耐震化の方針 □ 耐震改修の推進

長寿命化の方針
□ 予防保全の実施

□ 目標使用年数の設定

□ 長寿命化設計基準等の整備

□ トータルコストを考慮した大規模改修の実施

効率的な管理運営
・資産活用の方針

□ 民間活力の活用

□ 受益者負担の見直し

□ 省エネルギーの推進

□ 資産活用による財源確保 等

計画的な保全による

長寿命化の推進

中長期的な
維持管理・更新等コスト

効率的な管理運営・

資産活用の推進

施設総量の適正化

中長期的な
維持管理・更新等コスト

◇ 財政負担の軽減・平準化

公共施設等マネジメントの推進

◇持続可能で安定的な財政運営

◇安全・安心な施設の提供

◇行政サービスの質の向上

従来の施設管理

【公共施設等に関する課題】

◇ 一斉老朽化への対応

◇社会構造の変化への対応等

◇限られた財源による対応等
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第３章 公共施設等の総合的・計画的な管理に関する基本的な方針

３ 計画の推進体制・方策

（１） 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有

・ 本計画の推進、進行管理、取組全般に係る総合調整を行うため、全庁的な取組体制等を整備する。

（２） 総合的・計画的な管理を実現するための方策

・ 職員研修の実施、財源確保の検討のほか、多様な主体との連携を深め、計画の実効性を高める。

（３） PDCAサイクルの実施

・各個別施設計画の進捗管理を行い、毎年度評価を実施する。また必要に応じて計画の見直しも実施する。

（４） 分野別・類型別計画の策定

・ 公共施設等の機能集約や長寿命化等を着実に推進するため、行政サービス分野や施設類型ごとに具体

的な取組方策を示す分野別・類型別計画を策定する。

４ 計画期間における管理目標

・ 計画期間内に重点的に取り組む事項を「管理目標」として設定する。

・ 管理目標は、計画の進捗状況にあわせて適宜見直しを行う。

全庁的な取組体制の整備 既存の庁内会議（県有財産利活用推進会議等）の活用 等

情報管理の一元化 土地・建物情報の一元管理、保全情報の管理

職員の意識啓発・技術力向上 研修・庁内広報等を通じた職員の意識啓発、技術研修の実施

計画推進のための財源確保 必要な財源の安定的な確保に向けた検討

国・市町村との連携 既存の会議（公有財産利活用連絡会議）の活用 等

民間との連携 群馬県ＰＦＩ事業等活用ガイドラインによる推進

大学等との連携 専門的な知見を有する大学等との連携

① 適切な点検・修繕等（計画に基づく修繕、点検診断結果を踏まえた修繕等）の実施により、公共施設等
の健全性を確保し、老朽化に起因する重大事故ゼロを継続する。

② 中長期的な視点から公共建築物の利活用の方向性を検討・整理し、移転、集約、廃止、解体撤去が可
能なものから順次実施する。

③ 未利用資産の早期売却を行うとともに、売却等が困難な資産については、個々の資産に応じて収入確
保に取り組む。

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

・ 「第３章 公共施設等の総合的・計画的な管理に関する基本的な方針」に基づき、次の施設類型について、

それぞれの特性を踏まえた管理方針（基本方針）を整理する。

・ 具体的な取組方策は、分野別・類型別計画で定める。

施設区分 施設類型

公共建築物 建物系施設 庁舎等、県営住宅、県立学校、警察施設

インフラ施設

土木系施設
道路、河川、砂防関係施設、都市公園、下水道、治山施設
土地改良施設、交通安全施設

公営企業施設
電気事業施設、工業用水道事業施設、水道事業施設
施設管理事業施設、病院事業施設


